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表-１ 維持管理区分別の対象橋梁および措置方針 

：損傷が深刻化する前に修繕を実施

：損傷が深刻化してから大規模な修繕・架替を実施

年数

予防保全型管理

事後保全型管理

架替 架替

　
構

造
物
の

機
能
の
状

態

・機能に支障が生じていない状態

　(健全)

・機能に支障が生じていないが、

　予防保全の観点から措置を講ずる

　ことが望ましい状態。

　(予防保全段階)

・機能に支障が生じる可能性

　がある状態

　(早期措置段階)

60年 100年 ・機能に支障が生じている状態

　(緊急措置段階)

維持管理区分 対象橋梁 

措置方針 

早期に措置を 
講ずべき損傷 

（判定区分Ⅲ） 

予防保全の観 
点から措置が 
望ましい損傷 

（判定区分Ⅱ） 

予防保全型 

・跨線橋 

・一級河川（雄物川、皆瀬川）を跨ぐ橋梁 

・トラス橋やアーチ橋等の特殊な構造形式の橋梁 

実施する 実施する 

機能保全型① ・予防保全型、機能保全型②に該当しない橋梁 実施する 
実施する 

（損傷の原因となっ

ている部材のみ） 

機能保全型② 

・架替え計画、撤去計画のある橋梁 

・RC床版橋や溝橋等の単純な構造形式の橋梁 

・橋長5m未満の小規模橋梁 

・木橋等の補修が馴染まない橋梁 

実施する 実施しない 
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